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南海トラフ地震防災対策推進地域

１ 原子力災害広域避難計画

２

避難計画の検証 訓練の実施

目的：
原子力災害発生時に、住民等の
避難等を迅速・確実に実施する
とともに、住民の被ばくを可能
な限り低減し、安全を確保する

内容：
対象地域の住民等の避難、一時
移転及び屋内退避の判断基準、
避難先、避難経路、避難手段等

策定：
平成28年３月

・原子力災害対策重点区域11市町の住民（約94万人）を避難計画の対象
・対象住民について、原子力災害単独の場合（避難先１）、大規模地震との複合災害の
場合（避難先２）の避難先をあらかじめ確保



原則自家用車で避難

２ 広域避難の流れ
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屋内退避
の実施

避難の準備 避難の開始

原子炉冷却機能
の喪失等

発電所全交流電
源喪失の継続等

速やかに避難

１週間程度以内に一時移転

避難退域時
検査場所

静岡県内16箇所
（高速道路SA/PA等）
を選定済

・単独災害等：静岡県内
東海地方・神奈川県・山
梨県
・上記に避難できない場合
（複合災害時等）：北陸
地方・関東地方・長野県
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牧之原市

(PAZ除く)
菊川、掛川、
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吉田町
（以上全域）
藤枝、島田、
磐田市、森町
（以上一部）

避難所

避難所
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訓練の重点項目
○原子力災害合同対策協議会・緊急時モニタリングセンター運営訓練
○ 避難退域時検査場所の設置・運営訓練
○ 放射線防護対策設備稼働及び要配慮者屋内退避訓練（新規訓練）

ＰＡＺ内等で整備した放射線防護対策設備（エアシェルター等）の展開訓練を実施
し、原子力災害発生時のエアシェルター等の展開手順、要配慮者の避難や屋内退
避等の手順の確認を行い、参加住民の理解を深める。

図上訓練 令和２年１月２８日（火） 午前9時～午後3時30分
原子力防災センター 他

実動訓練 令和２年１月２９日（水） 午前8時30分～正午
新東名静岡ＳＡ、比木公民館体育館（御前崎市） 他

４

3 訓練の概要

・訓練参加者数：県、市町、国、関係業者等７１機関 ５０３人
住民 ６市町 ２３２人 計 ７３５人

・他県等の視察者数：避難先の山梨県、岐阜県、石川県など７１人
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緊急時モニタリング訓練：■
（各関係11市町空間放射線量率測定候補地点等）

避難退域時検査場所運営訓練
（新東名静岡ＳＡ ）

原子力災害医療訓練
（県立総合病院)

警戒区域設定訓練
（牧之原市相良付近）

消防隊員原子力防災資機材取扱訓練
（御前崎市消防本部)

原子力災害医療訓練
（浜岡原子力発電所)

安定ヨウ素剤配布訓練
（掛川市、島田市ほか）

原子力災害医療訓練
（市立御前崎総合病院)

原子力防災センター、新東名静岡ＳＡ、比木公
民館体育館など、下記会場で実施

５

ＯＦＣ運営訓練、緊急時モニタリング訓練
（原子力防災センター）

３ 訓練の概要

放射線防護対策設備稼働訓練
要配慮者屋内退避訓練

（御前崎市比木公民館体育館）

放射線防護設備稼働訓練
（御前崎市オーシャンビュー、
灯光園、和松会デイほか）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

●図上訓練 原子力防災センター（オフサイトセンター）

●避難退域時検査訓練（新東名静岡ＳＡ）

６

４ 訓練状況（図上訓練及び避難退域時検査訓練）

合同対策協議会（ＴＶ会議） 各機能班の活動

ゲートモニターによる車両検査 住民の検査



４ 訓練状況（放射線防護施設への避難）

７
住民も参加したエアシェルター準備 エアシェルター内への避難

●福島第一原子力発電所事故において、要
配慮者が十分な準備のない中で無理な避難
を実施したために亡くなられた。この教訓
を踏まえ、避難準備が整うまでの間、要配
慮者等の被ばくのリスクを下げながら、安
全に一時的な屋内退避を行なうための放射
線防護施設を浜岡原子力発電所から10km
圏内の地域に整備

●平成30年度に整備したエアシェルター
を用い、放射線防護施設への住民避難訓練
を実施

１施設掛川市

３施設菊川市

５施設牧之原市

１５施設御前崎市

放射線防護対策を施した施設数

※体育館・公民館、社会福祉施設、病院、市役所等

※現在、３施設整備中

スクリーニング

原子力防災訓練の効果

〇オフサイトセンターにおける活動、原子力
災害用資機材の取扱訓練

⇒要員の災害応急対応の習熟
〇避難先自治体、実動機関の訓練参画

⇒関係機関相互の連携協力体制の強化
〇訓練への住民参加

⇒広域避難計画に対する住民理解促進

今後の取組
ハード、ソフト両面から広域避難計画の実効性
を向上

・避難先と連携した訓練の実施
⇒避難先自治体の理解促進、顔の見える関係

の構築
・原子力防災資機材倉庫の常設設置、車両検査

自動化システムの実用化
⇒避難退域時検査の迅速化の実現

８

５ 今後の取組


